
　

固
定
資
産
税
は
、
土
地
・
家
屋

の
ほ
か
償
却
資
産
（
事
業
用
資

産
）
に
つ
い
て
も
課
税
の
対
象
と

な
り
ま
す
。

　

令
和
6
年
1
月
1
日（
賦
課
期

日
）現
在
に
お
い
て
償
却
資
産
を

所
有
し
て
い
る
方
は
、
1
月
31
日

（
水
）ま
で
に
下
記
の
申
告
窓
口
に

申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

【
主
な
留
意
点
】

①
法
人
税
ま
た
は
所
得
税
の
申
告

に
お
い
て
減
価
償
却
が
終
了
し

て
い
て
も
、
事
業
に
使
用
し
続

け
て
い
る
限
り
は
償
却
資
産
申

告
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

②
決
算
期
ご
と
に
取
得
し
た
資
産

で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
令
和
6

年
1
月
1
日
現
在
所
有
し
て
い

る
事
業
用
資
産
が
申
告
の
対
象

と
な
り
ま
す
。

③
申
告
書
に
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

の
記
載
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

個
人
事
業
主
の
方
は
、
12
桁
の

番
号
を
記
入
の
う
え
、
本
人
確

認
書
類
と
あ
わ
せ
て
申
告
く
だ

さ
い
。
法
人
の
場
合
は
、
13
桁

の
番
号
を
記
入
の
う
え
、
申
告

く
だ
さ
い
。

④
電
子
申
告（eLTA

X

）が
利
用

で
き
ま
す
。
詳
し
く
は
左
記
ま

で
問
い
合
わ
せ
い
た
だ
く
か
、

Ｈ
Ｐ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

・eLTA
X

ヘ
ル
プ
デ
ス
ク
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⑤
町
内
で
事
業
を
さ
れ
て
い
る
方

に
は
、
12
月
下
旬
に
申
告
書
を

送
付
し
て
い
ま
す
。同
封
の「
償

却
資
産
申
告
の
手
引
き
」を
ご

覧
の
う
え
作
成
く
だ
さ
い
。
ま

た
、
事
業
を
さ
れ
て
い
る
方
で

申
告
書
が
届
い
て
い
な
い
方

は
、問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
申
告
窓
口
】

・
財
務
課
資
産
税
係　

・
熊
石
総
合
支
所
地
域
振
興
課

・
落
部
支
所

【
問
い
合
わ
せ
先
】

・
財
務
課
資
産
税
係
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【
主
な
償
却
資
産
の
例
示
】

※
左
記
以
外
に
も
事
業
用
の
資
産

　

が
あ
れ
ば
申
告
が
必
要
で
す
。

固
定
資
産（
償
却
資
産
）の

　
　
　
　
　
　
　

  

申
告
に
つ
い
て

１　構築物
２　機械および装置
３　船舶
４　航空機

５　車両運搬具

６　工具器具備品

舗装（駐車場・構内）、フェンス、看板、広告塔、門、石油タンク等
加工・製造機械、冷蔵・冷凍装置、ブルドーザ、コンプレッサー等
漁船、作業船、ボート等
ヘリコプター、グライダー等

構内運搬車、大型特殊自動車（最高速35km/h以上のトラクター
等）で登録番号が0と9の車両も含む。
※自動車税および軽自動車税の対象となるものは除く。

作業工具、測定工具、机、椅子、パソコン等家電製品、自動販売機等

資産の種類 償却資産の名称等

事業主
（法人・個人）
の皆さんへ

　

エ
シ
カ
ル（
倫
理
的
・
道
徳
的
）

消
費
と
は
、
よ
り
良
い
社
会
に
向

け
た
、人
・
社
会
・
地
域
・
環
境
に
配

慮
し
た
消
費
行
動
の
こ
と
で
す
。

　

私
た
ち
一
人
一
人
が
、
社
会
的

な
課
題
に
気
付
き
、
日
々
の
買
物

を
通
し
て
、
そ
の
課
題
の
解
決
の

た
め
に
、
自
分
は
何
が
で
き
る
の

か
を
考
え
て
み
る
こ
と
が
、
エ
シ

カ
ル
消
費
の
第
一
歩
で
す
。

　

例
え
ば
、
障
が
い
の
あ
る
方
の

支
援
に
つ
な
が
る
商
品
を
選
ぶ
こ

と
や
地
元
産
商
品
の
購
入
、
マ
イ

バ
ッ
ク
・
マ
イ
ボ
ト
ル
を
活
用
す

る
こ
と
も
エ
シ
カ
ル
消
費
で
す
。

　

毎
日
の
暮
ら
し
の
中
で
、
で
き

る
こ
と
か
ら
少
し
ず
つ「
エ
シ
カ

ル
消
費
」を
取
り
入
れ
て
み
ま
せ

ん
か
。

※
S
D
G
s
の
17
の
ゴ
ー
ル
の
う

ち
、
特
に
ゴ
ー
ル
12（
つ
く
る

責
任 

つ
か
う
責
任
）に
関
連
す

る
取
組
で
す
。
詳
し
く
は
、
消

費
者
庁
特
設
サ
イ
ト
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

消
費
者
庁
か
ら
の
お
知
ら
せ

ご
存
じ
で
す
か
？

　

 

「
エ
シ
カ
ル
消
費
」

　

相
続
・
遺
言
の
基
礎
知
識
、
遺

言
書
の
一
般
的
な
作
成
方
法
、

「
自
筆
証
書
遺
言
書
保
管
制
度
」な

ど
に
つ
い
て
、
法
務
局
職
員
が
説

明
し
ま
す
。

　

自
身
の
財
産
を
次
世
代
に
引
き

継
ぐ
た
め
の
準
備
を
お
考
え
の
方

や
、
知
識
と
し
て
聞
い
て
お
き
た

い
と
い
う
方
の
参
加
を
お
待
ち
し

て
い
ま
す
。

　

申
込
は
不
要
で
、
参
加
費
も
無

料
と
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
お
気

軽
に
ご
参
加
く
だ
さ
い
！

　

な
お
、
参
加
者
個
別
の
遺
言
内

容
に
関
す
る
相
談
を
お
受
け
す
る

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

【
日
時
】

　

1
月
20
日（
土
）午後

1
時
〜
3
時

【
場
所
】

　

八
雲
町
立
図
書
館視

聴
覚
ホ
ー
ル

【
問
い
合
わ
せ
先
】

　
函
館
地
方
法
務
局
八
雲
支
局
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函
館
地
方
法
務
局
八
雲
支
局
よ
り
お
知
ら
せ

「
法
務
局
相
続
・
遺
言

教
室
」
を
開
催
し
ま
す
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